
第

四

百

七

十

七

号

令

和

六

年

三

月

十

九

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
課)

一
一
一
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
一
一

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
一
二

○
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可(

公
共
下
水
道)

(

下

水

道

課)

一
一
二

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定

(

旅
券
セ
ン
タ
ー)

一
一
三

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
聴
会
に
関
す
る
手
続
規
程
の
一

部
改
正

(
里
川
振
興
課)

一
一
三

○
内
水
面
に
お
け
る｢

か
じ
か｣

の
放
産
卵
採
取
の
禁
止
の
指
示
に
関

す
る
告
示
の
廃
止

(

同

)

一
一
三

○
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
の
生
息
域
拡
大
防
止
の
た
め
の
指
示
に
関
す
る

告
示
の
廃
止

(

同

)
一
一
三

○
水
産
動
物
の
採
補
の
禁
止
の
指
示
に
関
す
る
告
示
の
廃
止

(

同

)
一
一
四

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
整
備
課)

一
一
四

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

一
一
四

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

教
育
財
務
課)

一
一
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
八
幡
町
相
生
字
井
水
通
り
三
〇
六
四
の
二
、
三
〇
六
五
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
三
月
十
九
日



岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
三
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
九
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
岐
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

土
岐
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

土
岐
都
市
計
画
下
水
道
事
業

土
岐
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
十
月
二
十
二
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
ケ
原
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

関
ケ
原
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

関
ケ
原
都
市
計
画
下
水
道
事
業

関
ケ
原
町
公
共
下
水
道(

関
ケ
原
処
理
区)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
四
年
十
二
月
一
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

篠

原

八
百
津
線

路
線
名

関
金

山
線

路
線
名

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
字
鳥
屋
ケ

鼻
一
一
一
三
番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
山
田
洞

一
〇
五
五
番
四
地
先
ま
で

区

間

関
市
下
之
保
字
稲
葉
五
〇
六

二
番
一
地
先
か
ら

同
市
同

字
同

五
〇
六

三
番
一
二
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 �･� �･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考



岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
垣
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

安
八
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

大
垣
都
市
計
画
下
水
道
事
業

安
八
町
公
共
下
水
道(

安
八
処
理
区)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
二
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
聴
会
に
関
す
る
手
続
規
程(

平
成
七
年
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管

理
委
員
会
告
示
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

酒

向

貞

夫

第
四
条
第
二
項
中｢

岐
阜
県
公
報
に
掲
載
し
、
か
つ
、
岐
阜
県
庁
前
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う｣

を｢

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

内
水
面
に
お
け
る｢

か
じ
か｣

の
放
産
卵
採
取
の
禁
止
の
指
示
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
五
年
岐
阜

県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号)

は
、
廃
止
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

酒

向

貞

夫

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
の
生
息
域
拡
大
防
止
の
た
め
の
指
示
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
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株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁

目
三
番
三
号

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称

及
び
住
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地

令
和
六
年
一
月
二

十
九
日

指
定
納
付
受
託
者

の
指
定
を
し
た
日

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を

経
由
す
る
旅
券
発
給

申
請
に
係
る
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
を
利
用
し

指
定
納
付
受
託
者
に

納
付
さ
せ
る
歳
入

令
和
六
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

指
定
納
付
受
託
者
に

歳
入
を
納
付
さ
せ
る

期
間

て
納
付
す
る
岐
阜
県

の
旅
券
発
給
手
数
料



内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号)

は
、
廃
止
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

酒

向

貞

夫

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

水
産
動
物
の
採
補
の
禁
止
の
指
示
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会
告
示
第
三
号)

は
、
廃
止
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

酒

向

貞

夫

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
馬
瀬
地
区
第
一
工
区
の
換
地
処
分
を
令
和
六
年
三
月
五
日
に
し
た
の
で
、
同
法
第

八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
馬
瀬
地
区
第
二
工
区
の
換
地
処
分
を
令
和
六
年
三
月
五
日
に
し
た
の
で
、
同
法
第

八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

六
四
号
の
五

令
和

五
・

三
・

七

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

八
〇
号
の
五

令
和

五
・
一
〇
・
二
五

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
字
六
反
田
二
八
四
三
番
三
の
一
部
外
三
七

筆
及
び
関
ケ
原
町
所
管
法
定
外
公
共
物(

道
路
及
び
水
路)

大
垣
市
上
石
津
町
牧
田
字
門
前
七
二
六
番
一
外
六
筆
及
び
大
垣
市
所
管
法

本
巣
郡
北
方
町
柱
本
南
二
丁
目
七
八
番

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
四
丁
目
五
番
三
号

株
式
会
社
ウ
ッ
ド
フ
レ
ン
ズ

代
表
取
締
役

林

知

秀

岐
阜
県
本
巣
市
仏
生
寺
二
六
六
番
地
の
二

株
式
会
社
鵜
飼

代
表
取
締
役

鵜

飼

幸

子

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名



○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
岐
阜
高
等
学
校
ほ
か
14施
設
で
使
用
す
る
電
気
(予
定

数
量
)
4,648,210ｋ

Ｗ
ｈ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
12月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
２
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
ミ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
大
谷
真
哉

６
落
札
金
額
124,588,002円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
加
納
高
等
学
校
ほ
か
11施
設
で
使
用
す
る
電
気
(予
定

数
量
)
3,990,692ｋ

Ｗ
ｈ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
12月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
２
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
金
町
六
丁
目
21番
地
岐
阜
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
８
階

岐
阜
電
力
株
式
会
社

代
表
取
締
役
下
田
平
真
樹

６
落
札
金
額
112,072,665円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
大
垣
北
高
等
学
校
ほ
か
13施
設
で
使
用
す
る
電
気
(予

定
数
量
)
4,250,784ｋ

Ｗ
ｈ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
12月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
２
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
金
町
六
丁
目
21番
地
岐
阜
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
８
階

岐
阜
電
力
株
式
会
社
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代
表
取
締
役
下
田
平
真
樹

６
落
札
金
額
118,571,877円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
関
有
知
高
等
学
校
ほ
か
10施
設
で
使
用
す
る
電
気
(予

定
数
量
)
3,060,810ｋ

Ｗ
ｈ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
12月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
２
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
金
町
六
丁
目
21番
地
岐
阜
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
８
階

岐
阜
電
力
株
式
会
社

代
表
取
締
役
下
田
平
真
樹

６
落
札
金
額
85,443,121円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
多
治
見
高
等
学
校
ほ
か
15施
設
で
使
用
す
る
電
気
(予

定
数
量
)
4,177,790ｋ

Ｗ
ｈ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
12月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
２
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
ミ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
大
谷
真
哉

６
落
札
金
額
114,305,013円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
郡
上
北
高
等
学
校
ほ
か
13施
設
で
使
用
す
る
電
気
(予

定
数
量
)
3,353,458ｋ

Ｗ
ｈ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
12月
28日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
２
月
６
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
ミ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
執
行
役
員
大
谷
真
哉

６
落
札
金
額
85,856,112円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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令
和
六
年
三
月
十
九
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
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二
丁
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一
号

発
行
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岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐
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